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K-68 心臓電気生理学的検査機能付加型・温度センサー付きカテーテル

（体外式ペースメーカー用カテーテル電極） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、経皮的カテーテル心筋焼灼術に使用する心臓電気生理学的

検査機能付加型・温度センサー付きカテーテルについては、左心房及び肺

静脈に対する焼灼の場合にのみ算定が認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 心房細動を治療するための左房アブレーション術において、左房の近く

に位置する食道が過熱されることで起こる食道瘻などの合併症の防止の

ため、食道温を管理することができる心臓電気生理学的検査機能付加型・

温度センサー付きカテーテルの使用は認められると整理した。 

 


